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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相手方コネクタ（２）に接続可能なコネクタ（１）であって、
　前記相手方コネクタ（２）の端子に接続可能な主端子を有するコネクタハウジング（３
）と、
　開位置及び閉位置の間を変位可能に前記コネクタハウジング（３）に配置され、且つ前
記閉位置から出発して前記コネクタハウジング（３）における端位置へと変位可能なレバ
ー（５）と、
　前記相手方コネクタ（２）の副端子に接続可能の副端子を有するサブコネクタ（１０）
と、を備え、
　前記レバー（５）が、前記開位置から前記閉位置への該レバー（５）の変位により前記
コネクタ（１）を前記相手方コネクタ（２）に対する挿入方向に接続するように作用し、
　前記サブコネクタ（１０）は、前記コネクタハウジング（３）における第１位置と第２
位置との間を変位可能に配置されており、
　前記サブコネクタ（１０）を前記第１位置から第２位置に又は逆に前記第２位置から前
記第１位置に変位させるために、前記レバー（５）は、前記閉位置から前記端位置への前
記レバー（５）の変位通路にわたって前記サブコネクタ（１０）に連結されており、
　前記閉位置及び前記端位置の間で前記レバー（５）を変位させるとき、前記コネクタは
変位されず前記主端子は互いに接触したままである、コネクタ。
【請求項２】
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　前記閉位置から前記開位置への前記レバー（５）の変位を防止するためのロック装置（
２３）が設けられている、請求項１に記載のコネクタ。
【請求項３】
　前記ロック装置（２３）は、前記閉位置にある前記レバー（５）の後方に係合すると共
に該レバー（５）が変位して前記開位置に入るのを阻止する少なくとも１つのロックアー
ム（２４）を備えている、請求項２に記載のコネクタ。
【請求項４】
　前記ロックアーム（２４）は、前記レバー（５）の前記閉位置においてアンロック可能
であると共に、前記レバー（５）の前記端位置においてアンロックしないように保護され
ている、請求項３に記載のコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、相手方コネクタに接続可能のコネクタに関するものであり、特に、高電流が
流れるリード線を接続するためのコネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　相手方コネクタに接続可能のコネクタのなかには、相手方コネクタの端子に接続可能な
主端子を備えるコネクタハウジングと、該コネクタハウジングにあって開位置及び閉位置
の間を変位可能にかつ該コネクタハウジングにあって前記開位置から出発して端位置へと
変位可能に配置されるレバーとを有しており、該レバーが変位することにより前記コネク
タを前記相手方コネクタに接続させるものがある。また、当該コネクタは、相手方コネク
タの副端子に接続可能な副端子を有するサブコネクタも備えている。
【０００３】
　このようなコネクタは、特許文献１及び特許文献２に開示されている。サブコネクタは
レバーの一部であり、該レバーは、開位置から出発して閉位置へと回動されて、レバー上
の取付用輪郭及び相手方コネクタ上の取付用カムを用いコネクタを相手方コネクタに接続
する。取付用輪郭を有するレバーによって、小さな外力でコネクタを相手方コネクタに接
続することができる。更に、このレバーを利用した接続によってコネクタのスムーズで平
行な挿入が可能になるが、このようなスムーズで平行な挿入は、接続すべき多数の端子が
備わっているコネクタ装置において特に必要である。
【０００４】
　コネクタ装置の正しい接続を検査することができるように、相手方コネクタにおけるサ
ブコネクタ（以降、このサブコネクタをサブ相手方コネクタと称する。）の端子に接続で
きる端子を有するサブコネクタが設けられている。該サブコネクタは、レバーの一部であ
る。レバーは、コネクタ装置の主端子が互いに接続される閉位置から出発して端位置へ変
位するように回動することができる。レバーがこの端位置に位置すると、サブコネクタの
端子はサブ相手方コネクタの端子に接続されることができる。そして、制御装置によって
スイッチを作動させ、これによって閉じられた主回路を形成されたときのみ、主端子に電
流が流れる。これは、高電流が流れるコネクタ装置において特に必要である。こうして、
電流が流れているコンポーネントに作業者が接触してしまう危険性を減少することができ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第６６１９９７０号明細書
【特許文献２】米国特許第６７５５６７３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　本発明の目的は、レバーが電気接触することのない上述したコネクタを提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的は請求項１に記載の特徴を有するコネクタにより達成される。好適な形態は、
請求項１を引用する請求項に記載されている。
【０００８】
　従って、サブコネクタは、コネクタハウジングにあって変位可能に案内される別のコン
ポーネントである。レバーとサブコネクタとの間には機械的な連結があり、レバー自体は
何ら接触エレメントを有していない。
【０００９】
　コネクタは、レバーを開位置から閉位置に変位させることにより相手方コネクタに接続
され、それによりコネクタの主端子も相手方コネクタの主端子に接続される。レバーを閉
位置から端位置に移動させるときに、コネクタはさらに変位されることはなく、また、主
端子は互いに接触した状態に留まる。
【００１０】
　サブコネクタは、コネクタハウジングに滑動自在に案内されるのが好ましい。このこと
は、コネクタが該コネクタの挿入方向に滑動自在であるときに特に有利である。従って、
相手方コネクタにあるサブ相手方コネクタのケーブルは、相手方コネクタの主端子のケー
ブルと同じ方向に設置することができる。そのため、主端子のケーブルに対して横断的に
設置しなければならないケーブルがないので、必要とされるスペースが小さくてよく、よ
りコンパクトな構成が実現される。更に、ケーブルが主端子のケーブルに対し横断方向に
延びる場合、これらは、相手方コネクタが設けられるコンポーネントに対して別々に封止
されねばならない。
【００１１】
　更に、サブコネクタは、コネクタを相手方コネクタに接続している間、サブ相手方コネ
クタに既に部分的に挿入されていると共に、既に出発位置にある完全挿入のコネクタ内に
配置されている。この出発位置から出発するサブコネクタは、完全に挿入されるために、
少々の変位量だけ変位される必要がある。従って、レバーの小さな変位通路が必要であり
、それを横断してサブコネクタが移動される。そのため、レバーの変位のために設けねば
ならない取付スペースは小さい。
【００１２】
　レバーは、開位置と閉位置との間で回動可能に設けられているのが好ましく、また、コ
ネクタハウジングにあって閉位置から端位置に変位可能に設けられている。この場合、レ
バーは、コネクタの挿入方向に対して横断的に滑動自在である。
【００１３】
　サブコネクタは別体のスイッチを作動させる作用があり、該スイッチを用いて、主端子
が接続されている主リード線をスイッチオン又はオフにすることができる。このため、作
業者が電流の流れる端子に予期せず接触するのを防止する必要がある。コネクタが完全に
挿入されたときにのみ、サブコネクタは接続されることができ、そして主リード線はスイ
ッチオンにすることができる。コネクタを分離している間、サブコネクタの分離と、主リ
ード線のスイッチオフとコネクタ全体の分離との間の時間差を確実にするために、レバー
は、コネクタの挿入方向に対して横断的に変位する必要があり、また次いで、コネクタが
挿入方向とは反対に分離されるように、回動される必要がある。時間差を大きくするため
に、ロック装置が追加的に設けられていて、該ロック装置が閉位置から開位置へのレバー
の変位を防止する。従って、先ず、コネクタの完全な分離のためのレバーの回動もまた阻
止される。この場合、ロック装置は、開位置へのレバーの移動を可能とするべく手動でア
ンロックされることができる。従って、レバーは端位置から閉位置に最初に変位されるこ
とができる。次いで、ロック装置は、レバーが開位置に回動できるように、手動で先ずア
ンロックされねばならない。そのため、サブコネクタが分離された後、更なる手動操作を
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行って、コネクタの完全な離脱プロセスのより大きな時間差を結果として生じるようにし
なければならない。従って、サブコネクタの分離後、そして主リード線をスイッチオフし
たとき、主端子に電流が存在しない充分な時間を利用できる。
【００１４】
　ロック装置は少なくとも１つのロックアームを有しており、該ロックアームが閉位置に
あるレバーの後方で係合して該レバーが開位置に変位するのを阻止する。
【００１５】
　この場合、ロックアームがレバーの閉位置においてアンロックされること、及びレバー
の端位置においてアンロックするのが阻止されること、を実現することができる。アンロ
ックを避けるために、レバーは、手動で操作できないように、またはそれが例えばレバー
の更なるコンポーネントによってアンロック位置に移動するのを阻止されるように配置さ
れることができる。
【００１６】
　レバー及びサブコネクタの連結は、傾斜部分を設け、これにより閉位置から端位置への
変位でレバーが変位されるようにして、実現されることができる。
【００１７】
　このため、複数のコンポーネントのうちの一方、即ち、レバー又はサブコネクタは少な
くとも１つの溝を有しており、該溝は、レバーの閉位置において、コネクタの挿入方向に
対して少なくとも部分的に傾斜して延びている。２つのコンポーネントのうちの他方、即
ち、サブコネクタ又はレバーは少なくとも１つの溝に係合するカムを有している。この場
合、カム及び溝は、互いに係合した状態でレバーを閉位置から出発して端位置に向かう方
向に変位させることによりこれらが移動されるように配置されていて、その状態において
、これらがレバーの閉位置において互いにまだ係合せず、レバーが自由に回動されうるよ
うに、設計されている。
【００１８】
　更に、コネクタハウジングは２つの支持カムを有している。レバーは２つの支持溝を有
しており、これによりそれは支持カムの周りに接続されると共にそれらに固定され、レバ
ーが支持カムの回りに回動可能に保持される。支持溝は真直ぐに形成されているので、こ
れらは、レバーが閉位置にあるとき又は閉位置から端位置へのレバーの変位通路の方向に
延びるとき、コネクタの挿入方向に対して横断的に延びる。
【００１９】
　支持溝はそれらの各端に拡張部を有しており、支持カムが該拡張部内に配置されるとき
に、レバーは支持カムの周りに回動可能である。
【００２０】
　支持カムはそれらの長さの少なくとも一部にわたり断面が平板化されており、そしてレ
バーは支持カムに対して支持溝と共に軸方向に変位可能に案内される。支持カムの平板化
された断面の最小幅はレバーが回動するのを阻止されるように支持溝の幅に適合されてい
る。
【００２１】
　次に、図面を用いて好適な実施形態について詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】相手方コネクタに接続された状態にある本発明に係るコネクタの斜視図である。
【図２】非接続状態にある本発明に係るコネクタ及び相手方コネクタの側面図である。
【図３】接続前の出発位置にあり、且つレバーが開位置にある図１の相手方コネクタ及び
コネクタの側面図である。
【図４】接続位置にあり、且つレバーが閉位置にある図１の相手方コネクタ及びコネクタ
の側面図である。
【図５】図４の相手方コネクタ及びコネクタの長手方向断面図である。
【図６】接続位置にあり、且つレバーが端位置にある図１の相手方コネクタ及びコネクタ
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の側面図である。
【図７】図６の相手方コネクタ及びコネクタの長手方向断面図である。
【図８】レバーの斜視図である。
【図９】コネクタハウジングの斜視図である。
【図１０】サブコネクタの斜視図である。
【図１１】ロック装置の長手方向部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、相手方コネクタ２に接続された状態にある本発明に係るコネクタ１の斜視図を
示している。このコネクタ１は、４つの収容室４を有するコネクタハウジング３を備えて
おり、各収容室４には主リード線のためのメス型端子の形態の主端子２９が設けられてい
る（図５及び７参照）。主端子２９は、対応する相手方コネクタ２のピン型端子の形態の
主端子３０に接続される（図５及び７参照）。コネクタハウジング３には、該コネクタハ
ウジング３の回転軸線Ｓの周りに回動可能にレバー５が設けられている。該レバー５は、
レバーを有する既知のコネクタにおけるように、小さな力でコネクタ１を相手方コネクタ
２に接続する作用がある。このため、レバー５は基本的にＵ形であると共にその両脚部１
９，２０に取付用湾曲部６を有しており、その取付用湾曲部の中に相手方コネクタの取付
用カム７を挿入可能である。レバー５は、図３に示す開位置と図４に示す閉位置との間を
回動可能である。尚、開位置とは、コネクタハウジング３の挿入方向Ｐ１に平行な傾きに
レバー５の長手方向が位置している状態であり、閉位置とは、コネクタハウジング３の挿
入方向Ｐ１に垂直な傾きにレバー５の長手方向が位置している状態である。レバー５が相
手方コネクタ２内へのコネクタ１の挿入中に、相手方コネクタ２の取付用カム７が取付用
湾曲部６内に挿入される。このとき、レバー５は、開位置にある。次にレバー５が図３に
おいて矢印Ｐ３の方向に開位置から閉位置へと回動する間、コネクタ１は、該コネクタの
長手方向Ｌと平行に整列された挿入方向Ｐ１に引っ張られて、より深く相手方コネクタ２
内に入る。その理由は、取付用湾曲部６がレバー５の回動中に取付用カム７に対してある
力で作用するように形成されているからである。レバー５の梃の作用によって、コネクタ
１を相手方コネクタ２のより近くに引っ張る間にコネクタの主端子２９（図５及び７参照
）を相手方コネクタ２の主端子に接続させるのに必要な力は、小さくて済む。
【００２４】
　レバー５の回動を確実にするため、該レバー５は脚部１９，２０に支持溝９を有してい
る。レバー５は、コネクタハウジング３の支持カム８が該支持溝９に差し込まれる。更に
、これによって、レバー５を、図４に示した閉位置から図６に示した端位置へと変位方向
Ｖに沿って長手方向Ｌの横断方向に変位することができる。
【００２５】
　更に、コネクタハウジング３には、長手方向Ｌに対し滑動可能に平行配置されたサブコ
ネクタ１０がある。閉位置から端位置へのレバー５の滑動中、サブコネクタ１０はレバー
５に連結されているので、サブコネクタ１０の副端子は相手方コネクタ２の副端子に接続
される。サブコネクタ１０は横方向に延びるカム１１を有しており、該カム１１はレバー
５の脚部１９，２０の溝１２にあるレバー５の変位通路に沿って案内される。
【００２６】
　相手方コネクタ２は、例えば自動車であるコンポーネントに装着される役目を果たすと
共に、そのためにプレート部分１３を有している。該プレート部分は、例えば自動車であ
る上記コンポーネントに取付ネジ１４によって取り付けられる。
【００２７】
　レバーの主要機能、即ち、コネクタ１を小さな力で相手方コネクタ２に接続することに
ついては、現状の技術から既知であるから、この技術についての詳細な説明は省略する。
これに関して、背景技術に記載の特許文献１及び２を参照されたい。
【００２８】
　次に、コネクタハウジング３に関するレバー５の接続についてより詳細に説明する。こ
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の接続のために、レバー５は、支持カム８によって差し込まれる支持溝９を有している。
レバー５の開位置において、支持カム８は支持溝９の拡張部１５内に配置される。特に図
９に示すように、支持カム８は、コネクタハウジング３から横方向に突出すると共に、コ
ネクタハウジング３の近くに配置された軸部１６と、コネクタハウジングから離間して配
置された拡大断面の頭部１７とを有している。支持カム８は、長手方向Ｌに見たとき全体
に同じ幅であると共に、その拡大部が平らにされている。支持カム８は変位方向Ｖのほう
が長く、頭部１７は軸部１６を越えて変位方向Ｖに突出している。支持カム８は、長手方
向Ｌの幅が支持溝９の幅とほぼ同じ程度に形成されている。しかしながら、変位方向Ｖに
おいて、軸部１６は支持溝９（図８）の幅よりも長いので、レバー５がコネクタハウジン
グ３に対して回動して支持溝９が変位方向Ｖと平行に整列したときにのみレバー５はその
後支持カム８に関して変位方向Ｖに変位することができる。このとき、支持カム８は支持
溝９の中に押し入ることができる。支持カム８は支持溝９の幅よりも長いので、レバー５
の他の全ての回動位置において、支持カム８は拡張部１５から始まって支持溝９に入るこ
とができない。回動通路の規制をなお可能にするために、凹部１８が拡張部１５の周りに
設けられている。該凹部１８は、９０°の角度にわたり延びている。軸部１６を越えて延
びる頭部１７の部分は凹部１８に入るので、レバー５は、特に図３及び４から分かるよう
に、９０°の回動通路を横断して変位することができる。
【００２９】
　レバー５及びサブコネクタ１０の結合のため、脚部１９，２０に溝１２が設けられてい
る。該溝１２は、支持溝９と平行に延びている。詳細には、溝１２は、脚部１９，２０の
第１部分で始まり支持溝９から遠ざかるように延びている。支持溝９に平行に延びる溝１
２の一部分に続いて、レバー５の閉位置において見て支持溝９から更に遠ざかると共に相
手方コネクタ２に接近する別部分が溝１２に設けられている（図１参照）。少なくとも、
これらの溝１２の互いに接近する別部分（傾斜部分と称することがある。）は、脚部１９
，２０の第２部分において延びている。また、脚部１９，２０の第１部分では、図８から
分かるように第２部分よりもさらに互いに離間している。２つの部分の中間において肩部
２１が形成され、該肩部が各溝１２になる開口２２を形成する。
【００３０】
　サブコネクタ１０の複数のカム１１は、サブコネクタ１０から側方に突き出ると共に、
回動軸線Ｓに対して平行に延びている（図１０）。該カム１１は脚部１９，２０それぞれ
の第１部分の間に適合する大きさであるので、レバー５を閉位置に回動させることにより
、サブコネクタ１０は、カム１１が溝１２の開口２２の前にくるまで該カム１１と共に２
つの脚部１９，２０の間に入る。レバー５を変位方向Ｖに平行な矢印Ｐ２（図４）の変位
方向に変位させることによって、カム１１は、レバー５の第１部分から第２部分に滑動し
てその結果溝１２に差し込まれ、そして相手方コネクタ２に向かう方向への溝１２の傾斜
部分によるレバー５の変位中に変位されるので、サブコネクタ１０が接続される。サブコ
ネクタ１０の分離はレバー５を、変位方向Ｖに平行な矢印Ｐ２（図４）とは反対の方向に
変位させることにより同様に行われ、この場合複数のカム１１は、複数の溝１２に当たり
、そして挿入方向Ｐ１とは逆にこれらにより変位される。
【００３１】
　特に有利な点は、サブコネクタ１０がコネクタ１と同じ挿入方向Ｐ１に挿入されること
である。従って、既にコネクタ１を相手方コネクタ２に接続しているが、即ち、レバー５
を開位置から閉位置に移動させているが、サブコネクタ１０は、副端子３１，３２を互い
に接触させることなく、相手方コネクタ２の一部であるサブ相手方コネクタ３３に部分的
に既に挿入されている。サブ相手方コネクタ３３へのサブコネクタ１０の完全接続及び副
端子３１，３２の接触は、閉位置から端位置へのレバー５の軸方向変位によってのみ達成
される。完全接続前のサブコネクタ１０の部分挿入によりサブコネクタ１０及びレバー５
が通らなければならない通路は、レバー５でのサブコネクタ１０の全挿入通路が達成され
なければならないとしたら、既知のコネクタの場合のように、もっと小さい。
【００３２】
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　更に、ロック装置２３がコネクタハウジング３に設けられている。この場合、該ロック
装置はいわゆるコネクタ位置保証装置（Connector Position Assurance Device）である
。ロック装置２３は、回動しないようにレバー５を少なくとも閉位置に固定するよう作動
する。ロック装置２３は、レバー５の脚部１９，２０に配置されたロックアーム２４を備
えており、１つのロックアーム２４が各脚部１９，２０に割り当てられている。各ロック
アーム２４にはロック用突起２５がそれぞれ設けられている。レバー５が開位置から閉位
置に回動している間、ロック用突起２５は、レバー５のロック表面２６の後方に係合する
と共に、レバー５が回動して開位置に戻るのを阻止する。レバー５が移動して開位置に入
るには、先ずロックアーム２４が内方に押されねばならず、その結果、ロック用突起２５
はロック表面２６の後方にもはや係合せず、レバー５は回動して開位置に入ることができ
る。ロック用突起２５は、この場合、開位置から閉位置へのレバー５の移動がロックアー
ム２４を手で作動することなく行われうるように、形成されている。開位置から閉位置へ
レバー５が移動するときに、ロック用突起２５は、レバー５のロック表面２６の後方に自
動的に素早く動く。
【００３３】
　ロック表面２６は、支持溝９と平行に延びる、脚部１９，２０の内側にあるロック溝２
７（図１１）の一部である。従って、レバー５は変位方向Ｖに変位されることができる。
レバー５の端位置において、各ロックアーム２４は脚部１９，２０の一部により覆われて
いるので、ロックアームには手で接近することができない。レバー５が閉位置にある場合
にだけ、ロックアーム２４に手で到達しアンロックすることができる。
【００３４】
　ここで、上述した本発明のサブコネクタを備えたコネクタの特徴それぞれを以下（i）
項～（xii）項に簡潔に纏めて列記する。
【００３５】
　（i）　相手方コネクタ（２）の端子に接続可能な主端子を有するコネクタハウジング
（３）と、
　開位置及び閉位置の間を変位可能に前記コネクタハウジング（３）に配置され、且つ前
記閉位置から出発して前記コネクタハウジング（３）における端位置へと変位可能なレバ
ー（５）と、
　前記相手方コネクタ（２）の副端子に接続可能の副端子を有するサブコネクタ（１０）
と、
を備え、
　前記レバー（５）が、該レバー（５）の変位により前記コネクタ（１）を前記相手方コ
ネクタ（２）に対する挿入方向に接続するように作用する、前記相手方コネクタ（２）に
接続可能なコネクタ（１）であって、
　前記サブコネクタ（１０）は、前記コネクタハウジング（３）における第１位置と第２
位置との間を変位可能に配置されており、
　前記サブコネクタ（１０）を変位させるために、前記レバー（５）は、前記レバー（５
）の変位通路の少なくとも一部が前記サブコネクタ（１０）に連結されていることを特徴
とするコネクタ。
　（ii）　前記サブコネクタ（１０）は前記コネクタハウジング（３）にあって滑動自在
に案内されることを特徴とする本発明に関する上述の説明項目（i）のコネクタ。
　（iii）　前記サブコネクタ（１０）は前記コネクタ（１）の挿入方向に滑動自在であ
る、ことを特徴とする本発明に関する上述の説明項目（ii）のコネクタ。
　（iv）　前記レバー（５）は開位置及び閉位置の間を回動自在であると共に、前記閉位
置から端位置に滑動自在である、ことを特徴とする本発明に関する上述の説明項目（i～i
ii）のいずれか１項のコネクタ。
　（ｖ）　前記閉位置から前記開位置への前記レバー（５）の変位を防止するためのロッ
ク装置（２３）が設けられている、ことを特徴とする本発明に関する上述の説明項目（i
～iv）のいずれか１項のコネクタ。
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　（vi）　前記ロック装置（２３）は、前記閉位置にある前記レバー（５）の後方に係合
すると共に該レバーが変位して前記開位置に入るのを阻止する少なくとも１つのロックア
ーム（２４）を備えている、ことを特徴とする本発明に関する上述の説明項目（ｖ）のコ
ネクタ。
　（vii）　前記ロックアーム（２４）は、前記レバー（５）の前記閉位置においてアン
ロック可能であると共に、前記レバー（５）の前記端位置においてアンロックしないよう
に保護されている、ことを特徴とする本発明に関する上述の説明項目（vi）のコネクタ。
　（viii）　前記サブコネクタ（１０）は、前記レバー（５）を前記閉位置から前記端位
置に変位させるときに、傾斜部分により前記レバー（５）に連結される、ことを特徴とす
る本発明に関する上述の説明項目（i～vii）のいずれか１項のコネクタ。
　（ix）　２つのコンポーネントのうちの一方、即ち、前記レバー（５）又は前記サブコ
ネクタ（１０）は少なくとも１つの溝（１２）を有しており、該溝は、前記レバー（５）
の前記閉位置において、前記コネクタ（１）の挿入方向に対して少なくとも部分的に傾斜
して延びており、また、２つのコンポーネントのうちの他方、即ち、前記サブコネクタ（
１０）又は前記レバー（５）は前記少なくとも１つの溝（１２）に係合するカム（１１）
を有している、ことを特徴とする本発明に関する上述の説明項目（viii）のコネクタ。
　（ｘ）　前記コネクタハウジング（３）は複数の支持カム（８）を有しており、前記レ
バー（５）は２つの支持溝を有しており、該２つの支持溝を使用して前記レバー（５）は
前記支持カム（８）の外側にはめ込まれると共に該支持カム（８）に対して回動自在に保
持される、ことを特徴とする本発明に関する上述の説明項目（i～ix）のいずれか１項の
コネクタ。
　（xi）　前記２つの支持溝はそれぞれの一端に拡張部（１５）を有しており、前記レバ
ー（５）は、前記支持カム（８）が前記拡張部（１５）内に配置されているときに、その
周りを回動可能である、ことを特徴とする本発明に関する上述の説明項目（ｘ）のコネク
タ。
　（xii）　前記支持カム（８）は断面が平板化されており、そして前記レバー（５）は
前記支持カム（８）に対して前記支持溝で軸方向に変位可能に案内され、前記レバー（５
）が回動するのを阻止するように前記支持カム（８）の最小幅は前記支持溝の幅に適合さ
れている、ことを特徴とする本発明に関する上述の説明項目（ｘi）のコネクタ。
【符号の説明】
【００３６】
　１　　コネクタ
　２　　相手方コネクタ
　３　　コネクタハウジング
　４　　収容室
　５　　レバー
　６　　取付用湾曲部
　７　　取付用カム
　８　　支持カム
　９　　支持溝
１０　　サブコネクタ
１１　　カム
１２　　溝
１３　　プレート部分
１４　　取付ネジ
１５　　拡張部
１６　　軸部
１７　　頭部
１８　　凹部
１９　　脚部
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２０　　脚部
２１　　肩部
２２　　開口
２３　　ロック装置
２４　　ロックアーム
２５　　ロック用突起
２６　　ロック表面
２７　　ロック溝
２８　　凹部
２９　　主端子（メス端子）
３０　　主端子（ピン端子）
３１　　副端子（ピン端子）
３２　　副端子（メス端子）
３３　　サブ相手方コネクタ
Ｌ　　長手方向
Ｐ１　　挿入方向
Ｐ２　　変位方向
Ｐ３　　回動方向
Ｓ　　回動軸線
Ｖ　　変位方向

【図１】 【図２】
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